
パーソナル系データ連携基盤構築等業務委託に係る総合評価競争入札実施要領 

 

（事業の概要） 

第１条 この要領は、「パーソナル系データ連携基盤構築等業務委託」（以下「業務委託」とい

う。）において、入札者から次年度以降に想定される運用保守に係る費用を提示してもらうことに

より、構築費用のみならず、データ連携基盤を次年度以降に継続利用した場合に発生するであろう

費用も総合的に考慮して落札者を決定する総合評価一般競争入札の実施に関し必要な事項を定める。

なお、この総合評価一般競争入札については、地方自治法施行令（以下「施行令」という。）及び

鳥取県会計規則（以下「規則」という。）」の規定に基づき実施する。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、契約締結日から令和８年３月31日までとする。 

 

（入札の実施時期） 

第３条 令和７年９月５日午後２時 

 

（入札参加資格要件） 

第４条 この競争入札に参加する資格を有する者は、単独企業又は共同企業体とし、次に掲げる要件

を全て満たす者とする。 

（１）単独企業に関する要件 

ア 政令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 本件調達の公告日から開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）まで

の間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年

７月17日付出第157号）第３条第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

ウ 本件調達の公告日から開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）まで

の間のいずれの日においても、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開

始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始

の申立てが行われた者でないこと。 

エ 本件調達の公告日から開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）まで

の間のいずれの日においても、鳥取県における情報システムの構築等の契約に係る契約違反

業者の受注参加の取扱要綱（平成29年10月５日付第201700167239号）第３条に規定する参加

制限措置を受けていない者であること。 

オ 令和６年鳥取県告示第507号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争

入札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札

参加資格」という。）を有するとともに、以下の全ての業種区分に登録されている者である

こと。 

（ア）情報処理サービスのシステム等開発・改良 

（イ）情報処理サービスのシステム等管理運営 

なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当

該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱（昭和40年

１月30日付発出第36号）第５条第１項に規定する競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札

参加資格者名簿」という。）への登録に関する申請書類を令和７年７月31日（木）正午まで

に鳥取県総務部総合事務センター物品契約課に提出すること。 

カ 本件入札に係る共同企業体の構成員でないこと。 

キ 鳥取県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。 



（２） 共同企業体に関する要件 

  ア 各構成員は、(１)のアからエまでの要件を全て満たしていること。 

イ 以下の競争入札参加資格のそれぞれの業種区分に、構成員の１者以上の者が登録されている

こと。 

（ア）情報処理サービスのシステム等開発・改良 

（イ）情報処理サービスのシステム等管理運営 

なお、当該業種区分に登録された構成員がいない共同企業体が本件入札に参加しようとすると

きは、構成員のいずれかが競争入札参加資格者名簿への登録に関する申請書類を、令和７年

７月31日（木）正午までに鳥取県総務部総合事務センター物品契約課に提出すること。 

  ウ 共同企業体が、２以上の者により自主的に結成されたものであること。 

  エ 構成員の出資比率が異なる場合は、出資比率の大きい者が代表者であること。ただし、出 

資比率が同じ場合には、いずれかの者が代表者となること。 

  オ 各構成員が、本件入札において参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員でないこと。 

  カ 次の事項を定めた共同企業体結成に係る協定を締結していること。 

    ・目的 

・名称 

・事業所の所在地 

・成立の時期及び解散の時期 

・構成員の住所及び名称 

・代表者の名称 

・代表者の権限 

・構成員の出資の割合 

・運営委員会 

・構成員の責任 

・取引金融機関 

・決算 

・利益金の配当の割合 

・欠損金の負担の割合 

・権利義務の譲渡の制限 

・業務途中における構成員の脱退に対する措置 

・構成員の除名 

・業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置 

・解散後の契約不適合責任 

・解散後の著作権 

・その他必要な事項 

  キ 各構成員は鳥取県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。 

 

（入札公告及び入札説明書に明示する事項） 

第５条 当該業務委託に係る入札公告及び入札説明書には、施行令第167条の６第１項、規則第122条

第３項の規定により公告をしなければならない事項並びに施行令第167条の６第２項の規定により明

らかにしておかなければならない事項のほか、次の事項について明示するものとする。 

（１）落札者の決定方法 

（２）その他必要と認める事項 

 

 



（見積書の作成） 

第６条 次年度以降の運用保守に要する年間経費に係る見積書は、様式第６号によるものとする。 

（１）見積金額には、消費税及び地方消費税の額を含めた金額を記載すること。 

   なお、パブリッククラウドのサービス利用料、回線費用などパーソナル系データ連携基盤の運

用に必要な一切の費用を含むこと。 

（２）内訳については、各区分に従い記載し、備考欄には、必要に応じ積算内訳等を記載すること。 

   なお、次年度以降の運用保守に必要な経費で、区分に記載のない項目については、その他の欄

に記載し、備考欄に記載すること。 

（３）その他必要と認める事項 

 

（評価基準） 

第７条 落札者の決定方法は次のとおりとする。 

（１）入札価格の評価 

鳥取県会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格（以下「予定価格」という。）

の範囲内の入札価格について、次の式により換算し、点数（以下「価格点」という。）を与える。

価格点の上限は100点とする。 

なお、予定価格を上回る入札書を提出した者は、価格点及び（２）の見積書の評価を行わない。 

     価格点＝100×（１－入札価格／予定価格）※小数点第２位以下を切り捨て 

（２）見積書の評価 

提出された次年度以降の運用保守に要する年間経費に係る見積書（様式第６号）の見積額につ

いて、次の式により換算し、点数（以下「評価点」という。）を与える。評価点の上限は200点

とする。 

   評価点＝200×（最低見積額（注）／見積額）※小数点第２位以下を切り捨て 

   （注）予定価格の範囲内の入札価格を提出した事業者のうち、次年度以降の運用保守に要 

する年間経費に係る見積額が最も低い事業者の見積額をもって最低見積額とする。 

（３）落札者の決定 

予定価格の範囲内の入札書を提出したもののうち、（１）により算定された価格点及び（２）

により算定された評価点の合計（以下「総合評価点」という。）が最も高い者を落札者とする。 

 なお、総合評価点が最も高い者が複数いる場合は、くじ引きを行い、その当選者を落札者とす

る。くじ抽選は、別紙「くじ抽選の方法について」に基づいて行う。 

（４）その他 

落札者を決定するに当たり、施行令第167条の10の２第４項に基づき、あらかじめ、次に掲げる

事項について学識経験者から意見を聞くこととする。 

ア 落札者決定基準を定めるにあたっての留意事項 

イ 落札者の決定（学識経験者が必要であると認めた場合） 

 

（入札結果の公表） 

第８条 入札結果は、開札に合わせ審査結果を開札会場にて発表し、入札参加者に対し、次に掲げる

項目について文書で通知を行う。また、その概要についてホームページにて公表するものとする。 

（１）結果の通知 

ア 件名「パーソナル系データ連携基盤構築等業務委託」総合評価一般競争入札 

イ 開札（審査）結果 

ウ 結果に対する問合せ先 

エ 今後の手続き 

 



（２）結果の公表 

ア 件名「パーソナル系データ連携基盤構築等業務委託」総合評価一般競争入札 

イ 開札（審査）結果 

 

（スケジュール） 

第９条 契約の締結に至るまでの手続き及び時期 

（１）入札公告              ７月28日 

（２）質問書の提出締切り         ８月５日午後５時 

（３）事前提出物の提出締切り       ８月27日午後５時 

（４）事前提出物の審査結果        ８月29日 

（５）入札（入札書及び見積書の提出）   ９月５日午後２時 

（６）落札者の決定            ９月５日 

（７）通知（郵便による入札参加者）・公表 ９月８日 

（８）契約締結              ９月17日 

 

（その他） 

第10条 提出書類等の取扱い 

（１）原則として返却しない。 

（２）入札参加者は、提出する書類が鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）に規定する

非開示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象になることをあらか

じめ承知の上、提出すること。 

 

 

 


